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１．計画策定にあたって

１－１．計画策定の趣旨

学校法人新潟科学技術学園は、昭和４２年に創立以来、科学技術の発展を図るため、約半

世紀にわたり、新潟薬科大学、新潟工業短期大学及び新潟医療技術専門学校の３校において

幅広い教育研究活動を行ってまいりました。

学校法人を取り巻く環境は、急速な少子高齢化をはじめ、近年の高度情報化、グローバル

化等の影響により急激に変化しております。多様化する社会情勢に対応し、公的な教育機関

として持続的な成長を遂げるためには、ステークホルダーの要請・期待に応える取り組みを

積極的に行うとともに、社会に対する説明責任を果たしていく必要があります。

学園では、令和２年４月１日に施行される改正私立学校法に基づき、「事業に関する中期

的な計画」を策定し、一体となってこの計画の実現に取り組むことといたします。

本事業計画は、建学の精神並びに新潟薬科大学、新潟工業短期大学及び新潟医療技術専門

学校の理念、教育目的等に基づき、学園が取り組むべき重点施策を明らかにし、法人全体及

び各学校において、認証評価の結果を踏まえた上で、課題の解決に向けた具体的な活動計画

を掲げています。

なお、本事業計画に揚げた事項については、事業報告書において自己点検・評価を毎年度

行い、その検証結果に基づき、翌年以降の事業の改善に取り組む等、PDCA サイクルと目標

の数値化を意識した活動を展開してまいります。

令和２年４月１日

学校法人新潟科学技術学園理事長 

新潟薬科大学学長  

新潟工業短期大学学長  

新潟医療技術専門学校校長

法人本部事務局長  

１－２．実施期間

令和２（２０２０）年度から令和６（２０２４）年度までの５年間

１－３．重点施策

Ⅰ ３校統合による経営・ガバナンス強化

Ⅱ 教育の質向上

Ⅲ 入学定員の確保

Ⅳ 財務基盤の強化

Ⅴ 地域貢献力の強化

Ⅵ その他重点施策
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２．計画の全体像

【建学の精神】 実学一体 

「実」は実用、「学」は学問を意味し、学問探求とそれを実践していく実用は一体であることを認識し、 

常にこの両者の両立、調和を図ることが重要である。 

学校法人新潟科学技術学園 事業に関する中期的な計画 

中期計画 

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

中期計画 

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

中期計画 

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

【目的】 

 生命の尊厳に基づき、薬
学及び生命科学両分野を連

携させた教育と研究を通し
て、人々の健康の増進、環
境の保全、国際交流や地域

社会の発展に貢献する高い
専門性と豊かな人間性を有
する有為な人材の育成とと

もに、社会の進歩と文化の
高揚に有益な研究成果の創
出を理念とする。 

本学は、教育基本法（平
成 18年法律第 120 号）及
び学校教育法（昭和 22年

法律第 26号）の精神にの
っとり、前項の理念に沿っ
た教育と研究を行うことを
目的とする。 

【目的】 

 「教育基本法及び学校教 

育法に従い、学校教育及び 

専修学校教育を行う」に基 

づき、適切な教育・研究を 

実現する法人運営とその永 

続性を保つ財政基盤の確保 

を目的とする。 

法人全体 

新潟薬科大学 

【目的】 

 教育基本法及び学校教育

法の趣旨にのっとり、自動

車工学に関する専門の学術

を教授し、その応用能力と

豊かな教養と人格を涵養

し、もって有用な実践力に

富む人材を育成することを

目的とする。 

新潟工業短期大学 

【目的】 

 学校教育法に基づき、臨

床検査技師（臨床検査技師

等に関する法律）、視能訓

練士（視能訓練士法）、救

急救命士（救急救命士法）

及び看護師（保健師助産師

看護師法）に必要な知識及

び技能を教授するとともに

人間形成を図り、保健衛生

に寄与し、広く社会に貢献

し得る有為な人材を育成す

ることを目的とする。 

新潟医療技術専門学校

中期目標 中期目標 中期目標 中期目標 

中期計画 

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

令和 2 

(2020)年度 

事業計画 

令和 2 

(2020)年度 

事業計画 

令和 2 

(2020)年度 

事業計画 

令和 2 

(2020)年度 

事業計画 

令和 2(2020)～令和 6(2024)年度 令和 2(2020)～令和 6(2024)年度 令和 2(2020)～令和 6(2024)年度 令和 2(2020)～令和 6(2024)年度

【重点施策】 Ⅰ ３校統合による経営・ガバナンス強化

Ⅱ 教育の質向上  Ⅲ 入学定員の確保  Ⅳ 財務基盤の強化  Ⅴ 地域貢献力の強化  Ⅵ その他重点施策 
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新潟薬科大学

 重点施策Ⅱ 教育の質向上 

【中期目標】 

Ⅱ－１：本学の掲げる理念・目的やビジョンを実現するため、教育の内部質保証システ

ムを確立し、恒常的・継続的に教育の質の保証と向上を図る。

【中期計画】 

01 各学部・研究科の教育に関する内部質保証体制を機能させ、恒常的に運用する。 

02 学生の学習成果や学習態度の変容等を適切に把握するため、各種調査（学生、卒業

生、就職先等）の目的や実施手法を見直し、効果的に実施する。 
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【中期目標】 

Ⅱ－２：入学前から卒業後まで、学生にきめ細やかに対応することで、学生の満足度の

向上を図る。 

【中期計画】 

03 学生の修学状況を効率的に集約・把握できる環境を整備するとともに、留年・退学

（予備群含む）の原因を分析し、これを予防・抑制するための対策を講じる。 

04 多様な学習歴を持つ入学者を受け入れる状況の下、高大接続の観点を含めた入学前

教育と低学年次のリメディアル教育を効果的に展開するための学習支援体制を整備

し、円滑な高大接続教育を実施する。 

05 AI（人工知能）を含む ICT 活用教育の拡充を図り、本学の教育における特色の一つ

となるような取り組みを展開する。 

【中期目標】 

Ⅱ－３：FD 活動を通じて教育力の向上を図る。 

【中期計画】 

06 充実した学士力／博士力養成教育を推し進めるため、教育内容や教育方法の改善を

図ることを目的とした FD（ファカルティ・ディベロップメント）活動を実施する。

07 新入教員（採用後 3年以内）を対象とした研修会を、計画的に開催する。 

【中期目標】 

Ⅱ－４：ビジョンに掲げる「貢献力」を育むための特色ある教育プログラムを提供す

る。 

【中期計画】 

08 社会連携教育をはじめとする「社会的ニーズに応え得る本学特有の教育カリキュラ

ム」を策定・推進し、学生の社会人基礎力や貢献力を涵養する。

 重点施策Ⅲ 入学定員の確保 

【中期目標】 

Ⅲ－１：本学の掲げる理念・目的やビジョンに基づく戦略的な広報活動を展開する。 

【中期計画】 

09 様々な学内活動情報の集約と他大学との比較検討を行い、ブランド化を促進する広

報活動の基盤となるアピール・ポイントをまとめ、他大学との差別化・区別化を推

進する。 

10 ブランド化を促進するため、ターゲットに応じた短期的、中期的及び長期的な「広

報プラン」を策定・実施する。 



事業に関する中期的な計画

学校法人新潟科学技術学園

Niigata Institute of Science and Technology

6 

 重点施策Ⅳ 財務基盤の強化 

【中期目標】 

Ⅳ－１：大学の持続可能な発展を目指し、本学における財務基盤の強化を図る。 

【中期計画】 

11 学部の改組や学科等の名称変更、収容定員及び教員数の適正化、系列校との連携、

並びに既存の人的資源及びキャンパスを活用した新学部の設置といった財務基盤の

強化策を全学的な観点から検討し、理事会に速やかに提案する。あわせて、学納金

及び奨学金の在り方についても検討する。 

12 研究装置・機器の取替更新計画の策定及び学内共同利用化の検討、並びに財務状況

を勘案したキャンパス中期修繕計画の見直しを行う。また、消費電力量については

毎年度 1％（対令和元年度実績比）の削減に、計画的に取り組む。 

 重点施策Ⅴ 地域貢献力の強化 

【中期目標】 

Ⅴ－１：「持続可能な開発目標（SDGs）」を踏まえ、地域と社会に貢献するために必要

となる「熱意ある教育」と「深みのある研究」を実践し、社会貢献・地域連携の

推進を図る。 

【中期計画】 

13 学生、教職員及び本学としての社会貢献活動を学外へ効果的に情報発信するととも

に、円滑に実行できるよう、学内協力体制を含む教育研究基盤の構築に、計画的に

取り組む。 

14 産官学金の組織的な連携を拡大、強化し、本学がそれらの結節点の役割を果たすこ

とにより、地域と社会の課題解決に貢献できるよう、連携に向けた体制の整備及び

活動に、計画的に取り組む。 

 重点施策Ⅵ その他重点施策 

【中期目標】 

Ⅵ－１：特色ある研究の展開及び研究推進力の強化を図る。 

【中期計画】 

15 社会的ニーズに基づき、特色ある学内共同研究を推進する。また、競争的研究資金

の申請件数及び採択件数の着実な増加に繋げる施策を検討し、計画的に取り組む。 

16 新潟大学（大学間協定校）をはじめとする他大学等との共同研究、並びに研究装

置・施設の共同利用による研究の活性化及び効率化の施策を検討し、計画的に取り

組む。 
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【中期目標】 

Ⅵ－２：本学のグローバル化の推進を図る。 

【中期計画】 

17 国際感覚を備えた学生の育成、並びに本学のグローバル化及びグローバル人材育成

を担う教職員の能力開発や国際共同研究を推進するため、海外協定校等との交流活

動に、計画的に取り組む。 

18 優秀で学修意欲の高い外国人留学生（特に大学院生及び研究生）の受け入れを図る

ため、受け入れ体制の整備及び募集活動に、計画的に取り組む。 

【中期目標】 

Ⅵ－３：エンロールメント・マネジメントの視点に立った学生支援の推進を図る。 

【中期計画】 

19 エンロールメント・マネジメント（EM）の視点に立ち、入学→在学→卒業のプロセ

スを一貫して捉え、学生の成長に寄与するための体制の整備と充実に、計画的に取

り組む。 

【中期目標】 

Ⅵ－４：本学における危機管理体制の整備を図る。 

【中期計画】 

20 本学における危機管理体制及びマニュアルの整備（学生の安全安心対策、減災・防

災対策、ハラスメントをはじめとする人権侵害の防止対策、情報セキュリティ対策

等）に、計画的に取り組む。 

【中期目標】 

Ⅵ－５：教育研究施設及び学生厚生施設の充実を図る。 

【中期計画】 

21 学生が充実した学生生活を送ることができるよう、財務状況を勘案しながら、教育

研究施設及び学生厚生施設の充実に、計画的に取り組む。 


